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木
造
住
宅
の
耐
震
補
強
に
最
大
１
８
０
万
円
助
成
／
無
料
で
耐
震
診
断

大
丈
夫
？
住
ま
い
の
地
震
対
策
。

木
造
住
宅
の
耐
震
補
強
に

最
大
で
１
８
０
万
円
助
成

市
で
は
、木
造
住
宅
の
耐
震
補

強
工
事
に
最
大
で
１
８
０
万
円
ま

で
助
成
し
て
い
ま
す
。な
お
、昨
年

度
か
ら
耐
震
強
度
７
割
以
上
の
耐

震
補
強
工
事
も
対
象
と
し
て
い
ま

す
。

補
助
額

最
大
１
８
０
万
円（
補

助
率
10
／
10
）耐
震
強
度
７
割
以

上
の
場
合
は
最
大
１
２
０
万
円

補
助
要
件

・
耐
震
診
断
の
結
果
、
耐
震
補
強

が
必
要
で
あ
る
も
の

・
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

・
所
定
の
強
度
が
確
保
で
き
る
計

画
で
あ
る
も
の

・
岐
阜
県
木
造
住
宅
耐
震
相
談
士

が
設
計
・
監
理
を
行
う
も
の

・
お
お
む
ね
年
内
に
工
事
が
完
了

す
る
も
の

・
建
築
年
が
平
成
12
年
５
月
以
前

で
あ
る
も
の

申
込
期
間

10
月
下
旬
ま
で

無
料
で
行
っ
て
い
ま
す

木
造
住
宅
耐
震
診
断

市
内
に
一
戸
建
て
木
造
住
宅
を

所
有
さ
れ
る
方
を
対
象
に
、無
料

で
耐
震
診
断
を
行
っ
て
い
ま
す
。

診
断
は
岐
阜
県
木
造
住
宅
耐
震
診

断
士
が
お
伺
い
し
ま
す（
耐
震
診

断
の
結
果
報
告
書
の
受
取
り
に

は
、申
込
み
か
ら
４
カ
月
程
度
か

か
り
ま
す
）。

補
助
要
件

・
市
内
に
一
戸
建
て
の
木
造
住
宅

を
所
有
し
て
い
る
方

※
木
造
以
外
の
構
造
部
分
が
あ
る
場

合
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

・
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

申
込
期
間

10
月
下
旬
ま
で

吹
き
つ
け
ア
ス
ベ
ス
ト

対
策
に
も
助
成

肺
が
ん
や
中
皮
腫
を
発
症
す
る

な
ど
発
が
ん
性
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
ア
ス
ベ
ス
ト（
石
綿
）に
つ
い

て
、既
存
の
建
築
物
に
使
用
さ
れ

て
い
る
吹
き
つ
け
建
材
の
ア
ス
ベ

ス
ト
含
有
調
査
と
除
去
工
事
な
ど

に
助
成
し
て
い
ま
す
。

○
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
調
査

対
象

吹
き
つ
け
建
材
に
ア
ス
ベ

ス
ト
を
含
有
し
て
い
る
恐
れ
が
あ

る
建
築
物
の
所
有
者

補
助
額

最
大
25
万
円（
補
助
率

10
／
10
）

○
ア
ス
ベ
ス
ト
除
去
等
工
事

対
象

建
築
物
調
査
の
結
果
、吹

き
つ
け
建
材
に
ア
ス
ベ
ス
ト
を
含

有
し
て
い
る
建
築
物
の
所
有
者

補
助
額

最
大
２
０
０
万
円（
補

助
率
２
／
３
）

※
い
ず
れ
の
制
度
も
詳
細
は
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先
都
市
整
備
課

35-

３
１
５
９

子
ど
も
手
当
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か
？

子
ど
も
手
当
は
、中
学
校
修
了

ま
で
の
子
ど
も
を
養
育
さ
れ
て
い

る
方
に
、子
ど
も
１
人
に
つ
き
月

額
１
万
三
千
円
が
支
給
さ
れ
る
制

度
で
す
。４
月
１
日
か
ら
新
た
に

子
ど
も
手
当
の
支
給
対
象
と
な
ら

れ
た
方
で
、ま
だ
申
請
が
お
済
み

で
な
い
方
は
９
月
30
日
ま
で
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
が
必
要
な
方

本
年
４
月
１

日
か
ら
新
た
に
子
ど
も
手
当
の
支

給
対
象
と
な
ら
れ
た
方

提
出
期
限

９
月
30
日
㈭
ま
で

期
限
ま
で
の
申
請
で
あ
れ
ば
、

４
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当

を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、10
月
１
日
以
降
の
申
請
は
、

申
請
日
の
翌
月
分
か
ら
の
受
給
と

な
り
ま
す
。

問
合
先
子
育
て
支
援
課

35-

３
１
４
０

公共サービスの担い手

指定管理者を募集

※募集範囲…応募される団体の主たる事業所（本社・本店など）の所在地
※利用料金制…施設の使用料を施設管理者の収入とする制度

グループ
番号

1

2

3

施設名称 募集
範囲

市内

市内

市内

利用
料金制

有

有

有
有

指定期間
平成23年4月1日
～平成28年3月31日
（５年間）
平成23年4月1日
～平成28年3月31日
（５年間）
平成23年4月1日
～平成28年3月31日
（５年間）

問合先

農務課
　35-3141

観光課
　35-3145

都市整備課
　35-3176

荒城農業体験
交流館

特選館あじか

久々野ふるさと
公園
女男滝公園

耐震工事の施工例

市では、公共施設の管理・運営を民間企業などに任せ
る指定管理者制度を平成18年度から導入しています。
今回は指定管理期間満了に伴い、平成23年度から管
理・運営を開始する３グループ、４施設の指定管理者を
募集します。募集期間は10月12日㈫までです。
申込方法などについては市 、もしくは下記問合先
にご確認ください。


